
３０．学生生活等 
 

ここで説明することについては，本学学生としてこれらのことについて理解し，学生生活を充

実したものにするための参考としてください。 
 

Ⅰ 学生相談等 

○ 学生相談 
有意義な学生生活ができるように学修（単位修得）上，厚生・保健，一身上の問題等につい

て，指導教員（チューター），教務委員及び学生生活委員が相談に応じますので，遠慮なく指

導助言を受けてください。 
学生生活等についての悩み・不明な点等は，学務課保健学科・保健学研究科担当窓口又は，

下記の各委員の教員に相談してみてください。 
カリキュラム・成績等について ⇒ 保健学科教務委員会 
学生生活一般について     ⇒ 保健学科教務委員会 

 一身上の都合や進路の悩み等で休学・退学を考える場合は，早めに指導教員等に相談し
てください。また，心身の健康に関することについては，保健管理センターでカウンセリ
ングを行っています。 

 大学生活を送るなかで，修学上の悩み，友人関係の悩み，そのほかの個人的な悩みが生じ
たり，さまざまな葛藤を感じたりすることもあると思います。学生相談室にはカウンセ
ラーがいますので，気軽に利用してください。 

相談の受付場所は，津島キャンパスの学生相談室です。電話やメール，手紙でも相談や予約

を受け付けています。 
〔〔宛先〕〕〒700-8530 岡山市北区津島中 2-1-1  

岡山大学高大接続・学生支援センター学生相談室 
 

【学生相談室】津島キャンパス 
①開室日時 10：00～12：00／13：00～17：00（月曜～金曜） 
②受付場所 一般教育棟 C 棟１階 
③連絡先  〔電話〕 086-251-7169 〔E-mail〕 nayami@cc.okayama-u.ac.jp 
④岡大 HP  https://www.iess.ccsv.okayama-u.ac.jp/koudai-shien/soudan/ 

【鹿田相談室】＊カウンセラーが相談にのります。 
①開室日時 10：00～13：00／14：00～17：00（※火曜，木曜のみ） 
②場所   医学部記念会館３階 
③連絡先  相談の申し込みは【津島キャンパスの学生相談室】（月～金）で受けています。 
④岡大 HP  https://www.iess.ccsv.okayama-u.ac.jp/koudai-shien/soudan/ 

○ 健康管理 
保健管理センターの行う健康診断は必ず受けてください。日程については別途指示します。 

 就職活動や進学に「健康診断書」が必要になります。また，健康診断が未受診の場合や，
大学が実施しているワクチン接種を受けなかった場合は，実習等を履修することが出来
ないこともありますので，必ず受けてください。 
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Ⅱ 学生への連絡等 

○ 掲示 

moodle コース「学務課 保健学科・保健学研究科担当掲示板」 

URL：https://moodle.el.okayama-u.ac.jp/course/view.php?id=123802 
学務課保健学科・保健学研究科担当から学生に対する種々の連絡等は，原則として電子掲

示板（上記 URL あるいは QR コードよりアクセス。要岡大 ID・PW）により行うので，毎日

必ず確認してください。また，各専攻（分野）からの連絡等は，それぞれ周知方法が異なるの

で，別途，指示に従ってください。 
なお，一度掲示等をされたものは学生の皆さんが承知したものとみなされます。従って，掲

示等を確認していなかったという理由で事後に異議等を申し立てたとしても認められないの

で注意してください。毎日，掲示を確認する習慣をつけてください。 

○ 郵便物 
学生個人あての郵便物は取り扱わないので，必ず自分の住所に送付させるよう，家族その

他に周知してください。 

○ 電話 
電話による問い合わせ（行事予定，休講，試験，成績その他）については，間違いを生じや

すく，また事務上の支障にもなりますので応じません。直接窓口まで来て問い合わせてくだ

さい。 
また，学内外からの学生個人に対する私的電話の呼出しについては，原則として取り扱わ

ないので，家族その他に周知してください。 

○ 呼出し 
学生個人に対する連絡は，電話，G-mail，掲示等にて行います。呼出しがあったときは，速

やかに指示された窓口へ来てください。 

Ⅲ 学生証及び学生番号 

○ 学生証 
学生証は，本学の学生であることを証明（身分証明）するものであり，試験や諸手続の際，

教職員から提示を求められるので常に携帯してください。 
なお，学生証を紛失若しくは破損した場合及び記載事項に変更が生じた場合，速やかに再

交付を願い出てください。さらに，卒業，退学，除籍等学籍を離れるときは返納してくださ

い。 

 学生証（身分証明書）を遺失すると他人に悪用されることがありうるので，保管には十分
注意してください。なお，学生証はカード化されており，附属図書館等の建物への入館
や，図書貸出しを受けるとき等に必要です。 

○ 学生番号 
学生番号は，学部コード，入学年度，一連番号からなる学生個々に設けられた番号です。試

験の答案や諸手続等には学生番号の記入が必要であり，学生番号だけで個人別の処理を行う

場合もあるので，正確に記入してください。 
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Ⅳ 各種証明書 

○ 証明書 
在学証明書，成績証明書，卒業見込証明書等は，管理棟１階にある証明書自動発行機で発行

できます。厳封する必要がある場合は，証明書を学務課保健学科・保健学研究科担当窓口に持

参してください。その他の証明書については，学務課保健学科・保健学研究科担当窓口に交付

申請を行ってください。 

○ 学割証 
学割証自動発行機（証明書自動発行機）で発行されます。有効期間は３か月です。 

Ⅴ 学生の身上異動 

○ 住所変更及び身上異動 
住所変更の都度速やかに Web 上の学務システムで訂正を行った上，会計課予算・決算担当

へ新住所を届け出てください。学生との連絡は原則として掲示等によりますが，緊急を要す

るときは直接下宿や保護者に連絡する場合もありますので，変更の処理を怠らぬよう注意し

てください。 

○ 休学及び退学 
病気その他の事由により休学・退学しようとする場合は，所定の休学願・退学願を提出し，

許可を受けてください。 
なお，休学の願い出に際しては，次の事項に留意してください。 
① 休学期間は，２月以上，３年以内としますが，一度に申請できる期間は１年間まで

です。 
② 病気のため休学を願い出る場合は，医師の診断書を添付し，その他の場合は，その

事由を具体的に明記すること。 
③ 休学期間は，在学期間に算入されない。また，休学期間中の授業料は既納分を除い

て徴収しない場合がある。 
④ 休学の許可なくして長期に欠席した場合は，単位を修得できないだけでなく，その

期間は在学期間とみなされ，授業料を納入しなければならない。 

○ 除籍及び懲戒 
大学には，教育研究環境を良好に保ち，学園の秩序を維持するために必要最小限のきまり

として学則等の規則があります。学生がこれらの規則に違反した場合には除籍や懲戒処分と

なります。 
各自，学則等の規則の主旨をよく理解し，このような事態をまねかぬよう学生生活を送っ

てください。 

Ⅵ 授業料納入と免除等 

○  授業料 
授業料の納入方法は，預金口座振替（届出口座から自動引落により納入する方法）となって

います。振替日は前半期（４月～９月）分５月２７日，後半期（10 月～３月）分１１月２７

日（金融機関休業の場合は翌営業日）です。なお，指定された期限までに納入しないときは，

「家庭連絡先」もしくは「授業料に関する連絡先」に連絡します。連絡を受けてもなお未納の

場合は，除籍となるので注意してください。また，授業料改定が行われた場合には，改定時か

ら新授業料が適用されます。 
 詳細については，会計課予算・決算担当へ問い合わせてください。 
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○  授業料免除 
経済的理由により授業料の納入が困難であり，かつ，学業が優秀であると認められる者，及

びその他やむを得ない事情があると認められる者に対しては，授業料の免除等の制度があり，

願い出により許可されることがあります。 

 詳細については，学務課保健学科・保健学研究科担当へ問い合わせてください。 

○ 奨学金 
本学では，日本学生支援機構等による各種奨学生の募集を実施しています。日本学生支援

機構の制度は，人物・学業とも優秀でかつ経済的理由により学費の負担が困難な場合等に，奨

学金を貸与する制度です。また，他の団体による奨学金については募集がある都度，掲示しま

す。 

 詳細については，学務課保健学科・保健学研究科担当へ問い合わせてください。 

Ⅶ 保険 

○ 学生教育研究災害傷害保険／学研災付帯賠償責任保険 
（１） 保険の概要 

① 傷害補償：大学構内及び内外の正課，学校行事，課外活動中，並びに通学，学校施設等

相互間の移動中に被った身体の傷害を補償。 
② 賠償責任補償：正課，学校行事，ボランティアクラブ等での課外活動，及びその往復途

中で，他人にケガをさせたり，他人の財物を損壊したりすることにより被る法律上の損

害賠償を補償 
（２） 加入手続 

所定の払込取扱票に，氏名，住所等の必要事項をもれなく記入し，保険料をゆうちょ銀行又

は郵便局に払い込んでください。保険期間及び保険料：４年間 5,370 円（Ｃコース） 
（３） 保険金請求手続について 

事故があった場合は，速やかに学務課保健学科・保健学研究科担当に届け出てください。 
（４） 保険金の種類と金額 

詳細は，別に配付するパンフレットを参照してください。 

○ 学研災付帯学生生活総合保険 
（１） 保険の概要 

① ケガをしたときの補償：死亡・後遺障害保険金 
② 病気をしたときの補償：治療費用保険金 
③ 加害事故を起こしたときの補償：損害賠償金 
④ 捜索救助費用や入院等をして親族等が駆けつけたときの補償：救援者費用等 
⑤ 医療関連学部学科生用の補償：感染予防費用 

（２） 加入手続 
所定の払込取扱票に，氏名，住所等の必要事項をもれなく記入し，保険料をゆうちょ銀行又

は郵便局に振り込んでください。 
保険期間及び保険料：（例）４年間 36,880 円（Ｇタイプ） 

（３） 保険金請求手続について 
事故があった場合は，速やかに学務課保健学科・保健学研究科担当に届け出てください。 

（４） 保険金の種類と金額 
補償の条件や内容など，詳細は別に配付するパンフレットを参照してください。 
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Ⅷ その他 

○ 著作権侵害に対する適切な対応のお願い 
（１） 近年，学生が教材（書籍）の著作権を侵害する事案が発生しています。個人的に購入し

た書籍のデジタル化に関し，デジタル化データの他者への販売や配布などは，著作権法

上禁止されていますので，取り扱いに十分注意してください。悪質な場合は，懲戒処分の

対象となりますので，気をつけてください。 
（２） オンライン授業実施における講義資料についての著作権遵守について 

オンライン授業実施にあたり，みなさんが提供を受けた資料は，授業の目的達成のために，

履修者のみ限定で利用することが著作権法により許されています。授業担当教員が授業のた

めに作成した資料を授業の範囲を越えて，例えば，SNS で共有したり，無断で再配布したり

することは違法となり，懲罰の対象となりますので，下記のことに十分注意してください。 
【講義資料について利用して良い範囲】 
１． 配信された動画等を学習目的で視聴・録音・録画すること。 
２． データで提供を受けた資料（PDF やパワーポイント等のファイル）を自らの資料とする

ため印刷等を行うこと。 
【講義資料について利用してはいけない範囲】 
１． 配信された動画等の録音・録画やコピーをネット上に公開したり，SNS 等に掲載したり

すること。 
２． データで提供を受けた資料（PDF やパワーポイント等のファイル）を履修者以外の者に

提供すること。 
３． データで提供を受けた資料（PDF やパワーポイント等のファイル）をネット上に公開し

たり，SNS 等に掲載したりすること。 
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 事事件件・・事事故故等等がが発発生生ししたた場場合合のの対対応応図図 
 人命等を最優先に対応した後，次の図で対応する。 
 学外での交通事故，盗難及び痴漢等については，最寄りの警察署へ連絡した後，次の図で対応

する。 

 
※ 学生対応  
※ 実習中の事故については，実習指導者及び教務グループ保健学科・保健学研究科担当に

連絡すること。 
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